
特定緊急輸送道路沿道建築物
の耐震化支援事業

緊急輸送道路は、震災時の救急救命・消火活動、物資の輸送、復旧復興の生命線・大動脈であり、沿道建築物の
倒壊による道路閉塞を防ぐことは、区民の生命と財産を守るとともに、首都機能を維持するために極めて重要です。

東京都は「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行し、特に重要な道路を「特定
緊急輸送道路」として指定しました。

世田谷区では、その沿道建築物の耐震化に対して費用助成などを行い、耐震化を重点的に進めています。

対象となる
建築物は？

１．敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物

２．昭和５６年５月３１日以前に着工した建築物

３．建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの
水平距離に、道路幅員の２分の１に相当する距離（幅員が１２
ｍ以下の場合は６ｍ）を加えたものに相当する高さの建築物
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一般的な助成金申請の流れは、以下の通りです。

沿道建築物の耐震化を検討するにあたり、耐震化に関する様々なアドバイス
を所有者や管理組合等に行います。
（耐震診断後に１回（分譲マンションは２回）、１回につき２時間程度）

 耐震補強設計・工事の費用について(概算)
 資金計画について
 今後の準備、課題について

令和１２年度まで（助成金を受けるには、令和１３年３月３１日までに着手する必要があります）助成期限
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無料で耐震診断・改修に関する技術的なアドバイスを受けられます！

相談内容の例
 耐震診断結果についての概略説明
 耐震補強設計・工事の必要性について
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助成金交付申請書

助成金の受領について
助成金の受領は、申請者だ

けでなく、助成対象事業を契
約した事業者に委任すること
もできます。
委任状など手続きに必要な

書類がありますので、詳しく
はお問い合わせください。



世田谷区は、令和１２年度末までに「東京都が指標として示す総合到達
率９９％、かつ、区間到達率９５％未満の解消」を目標に掲げ、耐震化支援
を行っています。

目標達成のために、助成制度の見直しを行い、耐震化準備事業及び占有者
加算の助成制度を創設しました。

助成金の額：
①②のいずれかのうち、低い額

①下記単価で算出した額
②助成対象事業費の1/15

単価：賃貸住宅 15万円／住戸
貸店舗等 右表のとおり

占有者：建物所有者(区分所
有者含む。)との賃貸借契約
に基づき、建物を一年以上占
有しており、工事を原因とし
て退去するもの（賃貸借契約
を継続し、一時的に退去する
ものも含む。）

助成制度

助成金の額助成対象事業費

助成対象事業費×②助成率
Ａ,Ｂのうち低い額
Ａ 実際に要する費用
Ｂ 助成対象基準額(床面積×①助成基準単価)

助成上限額

②助成率①助成基準単価※

5,000㎡超えの部分
(耐震改修の
分譲マンション除く)

5,000㎡以下の部分
又は耐震改修の
分譲マンション

Is値0.3以上
の建築物

Is値0.3未満
の建築物

5億200万円
耐震改修
11/20

建替え・除却
11/60 

耐震改修
9/10 

建替え・除却
11/30 

51,700円/㎡
56,900円/㎡

(77,550円/㎡)
住宅・分譲
マンション

5億1,200万円57,000円/㎡
62,700円/㎡

(85,500円/㎡)
上記以外

1契約当たりの単価占有面積
45万100㎡未満
90万100㎡以上200㎡未満
180万200㎡以上500㎡未満
450万500㎡以上

１．耐震化準備事業

通行機能の早期確保を図るため、特に倒壊の危険性が高い建築物（Is値0.3未満相当の建
築物）について、改修後のIs値を0.3以上とすることを条件に、耐震改修の一部を実施する
場合に要する費用を助成する制度です。

①助成基準単価、②助成率を以下の表のとおり置き換えて計算します。
詳しくはお問い合わせください。

１.補強設計
耐震診断の結果、構造耐震指標Is値が0.6未満相当である建築物

（「耐震性が劣ると判定された建築物」）について、建築物の耐震性を
図る補強方法などを計画し、Is値が0.6以上相当となるような設計に要
する費用に対して助成を行います。ただし、耐震改修に関わる部分以外
のリフォーム等に要する費用は除きます。

助成金の額助成対象事業費

助成対象事業費と
同額

Ａ,Ｂのうち低い額
Ａ 実際に補強設計に要する費用
Ｂ 助成対象基準額

（床面積×助成基準単価）

（助成条件）
• 増築を伴わないこと（柱・壁を設ける耐震改修により増築となる場合は、建築確認済証の交付を受けること、

又は耐震改修促進法第17条の計画認定を受けること。）
• 建築基準法及び関係法令に重大な不適合部分がある場合には、その是正をする設計を同時に行うこと。
• 区で定めた評定機関（第三者機関）による評定を取得すること。

助成金の額（千円未満切り捨て）

（助成条件）
• 増築を伴わないこと（柱・壁を設ける耐震改修により増築となる場合は、建築確認済証の交付を受けること、

又は耐震改修促進法第17条の計画認定を受けること。）
• 建築基準法及び関係法令に重大な不適合部分がある場合には、その是正をする工事を同時に行うこと。

助成金の額（千円未満切り捨て）

２．占有者移転加算

所有者が耐震改修工事を実施する際に、占有者の移転等によって生じる追加費用に対し
て助成額を加算し、所有者の耐震化の実施をさらに後押しします。

２.耐震改修・建替え・除却
耐震診断の結果、構造耐震指標Is値が0.6未満相当である建築物（耐震性が劣ると判定され

た建築物）の耐震改修工事等の費用に対して助成します。耐震改修は、Is値が0.6以上相当と
なるよう計画し、第三者機関による評定を取得した計画に基づいて行う工事が対象です。た
だし、耐震改修に関わる部分以外のリフォーム等に要する費用は除きます。

助成基準単価（1㎡当たりの上限額）

5,000円床面積1,000㎡以下の部分

3,500円
床面積1,000㎡を超え
床面積2,000㎡以下の部分

2,000円床面積2,000㎡を越える部分

※Is値0.3未満の建築物の耐震改修の場合は、最大で（ ）内の単価まで加算があります。

助成上限額②助成率①助成基準単価※

3億7,933万円

5/6

45,520円/㎡
住宅・分譲マ
ンション

4億1,800万円50,160円/㎡上記以外

（助成条件）
• Is値0.6以上相当とする補強設計の一部を実施することにより、Is値0.3以上相当になる耐震改修工事を行うこと。

（Is値0.3以上相当とする設計については、評定機関（第三者機関）の評定は不要）
• 将来的にIs値0.6以上相当にする耐震改修を行うこと。
• 建築基準法及び関係法令に重大な不適合部分がある場合には、その是正をする工事を同時に行うこと。

助成金の額（千円未満切り捨て）

助成金の額の計算例

【計算条件】
用 途：事務所
床面積 ：6,000㎡
Ｉｓ値 ：0.2
工事種別：耐震改修
工事費 ：5.2億円

(1) 助成対象基準額
85,800円/㎡(加算単価)×6,000㎡＝5億1,480万円

(2) 助成対象事業費
助成対象基準額と実際の工事費のうち低い額⇒ 5億1,480万円

(3) 助成金の額
5億1,480万円× 9/10×5,000㎡／6,000㎡

＋5億1,480万円×11/20×1,000㎡／6,000㎡

＝ 4億3,329万円

新たな
助成制度

※免震工法等の特殊工法により耐震改修を行う場合は、86,400円/㎡となります。

以下は略算になります。実際の助成金の計算とは異なります。詳しくはお問い合わせください。

※免震工法等の特殊工法の場合は、69,120円/㎡になります。


